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平 成 １ ９ 年

上砂川町議会第３回定例会会議録（第１日）

９月２５日（火曜日）午前１０時００分 開 会

午前１１時１９分 散 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

９月２５日～９月２８日

４日間

第 ３ 諸般の報告

１）議会政務報告

２）空知中部広域連合議会第２回定

例会結果報告（大内議員）

３）例月出納検査結果報告

（６・７・８月分）

第 ４ 町長行政報告

第 ５ 教育長教育行政報告

第 ６ 同意第 １号 教育委員会委員の任

命につき同意を求めることについて

第 ７ 同意第 ２号 公平委員会委員の選

任につき同意を求めることについて

※ 同意第１号・２号は、即決とす

る。

第 ８ 議案第３８号 公の施設に係る指定

管理者の指定について

第 ９ 議案第３９号 上砂川町生活館の設

置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について

第１０ 議案第４０号 平成１９年度上砂川

町一般会計補正予算（第２号）

第１１ 議案第４１号 平成１９年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

１号）

※ 議案第３８号～第４１号は、提

案理由・内容説明までとする。

第１２ 認定第 １号 平成１８年度上砂川

町一般会計及び特別会計決算認定に

ついて

第１３ 認定第 ２号 平成１８年度上砂川

町水道事業会計決算認定について

※ 認定第１号・第２号は、認定に

付すべき理由・内容説明・質疑ま

でとし特別委員会に付託。

第１４ 決算特別委員会設置及び付託につい

て

〇会議録署名議員

３番 高 橋 成 和

４番 大 内 兆 春

◎開会の宣告

ただいまの出席議員は１０〇議長（貝沼宏幸）

名であります。

理事者側につきましても、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成１９年第３

回上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、

開会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

直ちに本日の会議を開きま〇議長（貝沼宏幸）

す。

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（貝沼宏幸）
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指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定

によって、３番、高橋議員、４番、大内議員を指

名いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

日程第２、会期決定につい〇議長（貝沼宏幸）

て議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら９月２８日までの４日間にしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、会期は、本日から９月２８日までの４

日間に決定いたしました。

なお、会期中の会議の予定につきましては、お

手元に配付の日程表のとおりであります。

◎諸般の報告

日程第３、諸般の報告を行〇議長（貝沼宏幸）

います。

議会政務報告を行います。報告事項につきまし

ては、それぞれ印刷してお手元に配付していると

おりでありますので、ごらんになっていただき、

報告にかえさせていただきます。

次、空知中部広域連合議会第２回定例会結果報

告について、大内議員。

空知中部広域連合議会につ〇４番（大内兆春）

いて。

標記の件につき、平成１９年空知中部広域連合

議会第２回定例会が下記のとおり開催されました

ので、ご報告いたします。

記、日時でありますが、平成１９年８月２４日

金曜日午前１０時より。場所でございますが、空

知中部広域連合広域介護予防支援センター世代間

交流室であります。

議件、報告第１号 平成１８年度空知中部広域

連合介護保険事業会計予算繰越明許費繰越計算書

について。認定第１号 平成１８年度空知中部広

域連合一般会計歳入歳出決算の認定について。認

定第２号 平成１８年度空知中部広域連合介護保

険事業会計歳入歳出決算の認定について。認定第

３号 平成１８年度空知中部広域連合国民健康保

険事業会計歳入歳出決算の認定について。認定第

４号 平成１８年度空知中部広域連合老人保健特

別会計歳入歳出決算の認定について。議案第５号

平成１８年度空知中部広域連合障害支援事業会

計歳入歳出決算の認定について。議案第１号 平

成１９年度空知中部広域連合一般会計補正予算

（第１号 。議案第２号 平成１９年度空知中部）

広域連合介護保険事業会計補正予算（第１号 。）

議案第３号 平成１９年度空知中部広域連合国民

健康保険事業会計補正予算（第１号 。議案第４）

号 平成１９年度空知中部広域連合老人保健特別

会計補正予算（第２号 。議案第５号 平成１９）

年度空知中部広域連合障害支援事業会計補正予算

（第１号 。）

結果でございますが、慎重審査の結果、各議件

、 、とも全会一致 原案のとおり可決されましたので

ご報告いたします。

以上で空知中部広域連合議〇議長（貝沼宏幸）

会第２回定例会結果報告を終わります。

次、例月出納検査結果報告を行います。

本件につきましては、お手元に配付の報告書の

６、７、８月分のとおりでありますので、ごらん

いただき、報告といたします。

以上で諸般の報告を終わります。

◎町長行政報告

次、日程第４、町長の行政〇議長（貝沼宏幸）

報告を行います。町長。

町長行政報告を申し上げ〇町長（加賀谷政清）

ます。

今回報告いたします事項につきましては、平成

１９年６月の第２回定例会から本定例会までの町

政執行上の事項についてでありますが、特に報告
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する事項がありませんので、お手元に配付してお

ります行政報告書により報告とさせていただきま

す。

以上で町長行政報告といたします。

以上で町長の行政報告を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

◎教育長教育行政報告

次、日程第５、教育長の教〇議長（貝沼宏幸）

育行政報告を行います。教育長。

このたびの報告は、法律〇教育長（樫 満雄）

の内容の説明でございますので、報告内容を配付

させていただいておりますので、ごらんをいただ

きたいと思っています。

では、教育行政報告を申し上げます。平成１９

年第２回定例会以降の町内外の主要な会議、行事

につきましてはお手元に配付をさせていただいて

おります報告書のとおりでございますが、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

つきましてご報告申し上げます。地方教育行政の

組織及び運営に関する法律は、学校教育法、教員

免許法とともに教育関連３法として本年６月２０

、 、 、日国会で可決 成立し ６月２７日付で公布され

平成２０年の４月１日から施行されることになり

ました。地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の改正の趣旨は、教育基本法の改正を踏まえ、

地方における教育行政の中心的な担い手である教

育委員会がより高い使命感を持って責任を果たす

とともに、国と地方の適切な役割分担を踏まえつ

つ、教育に国が責任を負える体制を構築していく

ため、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充

実、教育における地方分権の推進と国の責任の果

たし方などについて所要の改正を行うものであり

ます。このたびの教育行政報告では、本町の教育

委員会にかかわる主な改正点のみご報告申し上げ

ます。

１点目は、教育委員会は毎年その権限に属する

事務の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会

に提出するとともに、公表しなければならないこ

ととしたことであります。

、 、２点目は 町長は教育委員の任命に当たっては

本町で教育を受けている子供の保護者の意向が反

映できるようにするため、委員のうち保護者が含

まれるようにしなければならないこととしたこと

であります。これは、改正法施行の際に委員のう

ち保護者が含まれていないことや保護者であった

委員が任期途中で保護者でなくなり、委員のうち

保護者である者が含まれなくなったことは差し支

えないが、保護者が含まれていない教育委員会は

平成２０年４月以降初めて委員を任命する際は保

護者である者を委員に任命する必要があることと

なったところであります。したがって、本町の場

合も平成２０年９月の教育委員の任期満了期にお

いては、保護者である者を委員に選任しなければ

なりません。

３点目は、教育委員会の法令違反や事務の管理

及び執行の怠りにより、児童生徒等の教育を受け

る権利が侵害されたり、生命または身体の保護の

ため緊急の必要があり、他の措置により是正を図

ることが困難なときは、文部科学大臣は当該教育

委員会に対して是正要求や指示を行うことができ

ることとし、この場合、文部科学大臣は町長及び

町議会に対してその旨を通告することとしたこと

であります。

４点目は、今後の課題でありますが、特に人口

規模が小さい市町村の教育委員会の事務局体制が

十分でないことを踏まえ、教育委員会の共同設置

のほか、一部事務組合などを活用して市町村にお

ける教育行政の体制の整備充実を進めることとし

たことであります。

これら、この法律の改正に伴う具体的な通達、

指導は、現在通知されてきておりませんが、今後

教育委員会といたしましてはこの法律改正の趣旨

を十分踏まえ、本町の教育行政にそごを来さぬよ

う努めてまいる所存でございます。
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以上申し上げ、報告とさせていただきます。

以上で教育長の教育行政報〇議長（貝沼宏幸）

告を終わります。

◎同意第１号

日程第６、同意第１号 教〇議長（貝沼宏幸）

育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて議題といたします。

それでは、提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

同意第１号 教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについて、提案理由、内容の説明を申

し述べますので、ご審議くださるようお願いをい

たします。

提案理由といたしましては、現委員の滝田潤一

氏が平成１９年９月３０日で任期満了となるに伴

い、後任に栗原順道氏を任命することについて議

会の同意を求めるものであること。

内容の説明に入ります。本文を参照願いたいと

思います。次の者を本町教育委員会委員に任命し

たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定により議会の同意を求め

る。

住所、上砂川町字上砂川町３０２番地（東鶉北

３条１丁目３番１号 。氏名、栗原順道。生年月）

、 。 、 。 、日 昭和２６年１０月２１日 職業 僧侶 備考

任期４年。

本件は人事案件でありますので、全会一致をも

ってご同意くださるようお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

、 、本件は人事案件でございますので この際質疑

討論を省略し、即決でまいりたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより同意第１号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、町長提案どおり同

意することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、同意第１号 教育委員会委員の任命に

つき同意を求めることについて同意することに決

定いたしました。

本来であれば、ここで退任される滝田教育委員

長よりごあいさつをいただくのでございますが、

最終日にごあいさつをお願いすることといたしま

す。ちょっとお待ちください。

それでは、ただいま任命されました栗原順道さ

んよりごあいさつをいただきます。どうぞ。

ご紹介いただきました栗原でご〇（栗原順道）

ざいます。貴重なお時間をいただきまして、一言

お礼のごあいさつを述べさせていただきます。

このたび加賀谷町長様より教育委員としてのご

推挙を受け、ただいまは議会の皆様方のご同意を

賜りましてまことにありがとうございました。宗

門の言葉の中に任に当たって他に譲りがたしとい

う言葉がございますけれども、微力ではございま

すけれども、精いっぱい努力する所存でございま

す。皆様方のご指導をお願いを申し上げまして、

まことに簡単ではございますけれども、ごあいさ

つとさせていただきます。ありがとうございまし

た。

◎同意第２号

次、日程第７、同意第２号〇議長（貝沼宏幸）

公平委員会委員の選任につき同意を求めること

について議題といたします。

それでは、提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

同意第２号 公平委員会委員の選任につき同意を

求めることについて、提案理由、内容の説明を申

し述べますので、ご審議くださるようお願いをい

たします。

提案理由といたしましては、現委員数馬尚氏が
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平成１９年９月３０日で任期満了となるに伴い、

同氏を再任することについて議会の同意を求める

ものであること。

内容の説明に入ります。本文を参照願います。

次の者を本町公平委員会委員に選任したいので、

地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会

の同意を求める。

住所、上砂川町字鶉３２９番地３（東鶉北３条

３丁目２番１２号 。氏名、数馬尚。生年月日、）

昭和１６年９月４日。職業、無職。備考、任期４

年。

本件は人事案件でありますので、全会一致をも

ってご同意くださるようお願いを申し上げます。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

、 、本件は人事案件でございますので この際質疑

討論を省略し、即決でまいりたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより同意第２号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、町長提案どおり同

意することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、同意第２号 公平委員会委員の選任に

つき同意を求めることについては、同意すること

に決定いたしました。

◎議案第３８号

次、日程第８、議案第３８〇議長（貝沼宏幸）

号 公の施設に係る指定管理者の指定について議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第３８号 公の施設に係る指定管理者の指定

について、提案理由を申し述べますので、ご審議

くださるようお願いをいたします。

公の施設に係る指定管理者を次のとおり指定す

るものとする。

提案理由といたしましては、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規

定に基づき、生活館等に係る指定管理者を指定し

たいので、議会の議決を求めるものであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第３８号について内容の説明をいたし

ます。

各町生活館等の管理につきましては、地方自治

法の改正により昨年度から公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例及び生活館の設置

及び管理に関する条例に基づき、各町自治会を指

定管理者として指定し、各町生活館等の管理運営

業務を行っており、本年第１回定例会において本

年度の指定管理者の指定について議決いただいた

ところであります。その後去る５月に東町自治会

より東町生活館は老朽化が著しく、冬期間の使用

に支障を来しているので、１０月１日より隣接い

たします東町集会所に生活館機能を移行してほし

い旨申し入れがあったところでございます。現在

の東町生活館は、昭和４４年建設で築後３８年が

経過しており、町内の集会施設の中で最も古く、

老朽化が著しい施設となってございます。東町集

会所は、昭和６０年建設で延べ床面積は１１４平

米で、現在の東町生活館の４割程度しか規模的に

はございませんが、自治会の会議等には支障がな

いのでとのことでございまして、町としても選挙

事務の投票所などの使用には手狭になることはあ

るものの、重大な支障はないとの判断をし、自治
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会の申し出どおり生活館機能を東町集会所に移行

する結論に至ったところでございます。

本年第１回定例会において東町生活館の管理運

営業務につきましては、東町自治会に指定管理者

の指定をしてございますが、本年４月からの指定

を９月末で解除することといたしまして、１０月

１日以降新たに東町集会所の管理運営業務につい

て従前同様公募によらない指定管理者の候補者の

選定により、引き続き東町自治会を指定管理者の

として指定いたしたく、ご提案申し上げるもので

ございます。

それでは、本文に入らせていただきます。公の

施設に係る指定管理者の指定について。

１ 指定管理者の名称及び管理を行わせる施設

の名称・所在地

指定管理者の名称、管理を行わせる施設、施設

、 、 、 、の名称 施設の所在地 東町自治会 東町集会所

上砂川町字西山１５番地１。

２ 管理を行わせる期間

平成１９年１０月１日から平成２０年３月３１

日まで

３ 管理業務の範囲

（１）生活館等の施設及び設備の維持・管理

（２）利用の許可

（３）利用料金の収受

（４）上記業務に付随する業務

４ 利用料金に関する事項

上砂川町生活館等の設置及び管理に関する条例

（平成１８年上砂川町条例第１号）第７条の規定

に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収

受させる。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（貝沼宏幸）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

◎議案第３９号

次、日程第９、議案第３９〇議長（貝沼宏幸）

号 上砂川町生活館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例制定について議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第３９号 上砂川町生活館の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例制定について、

提案理由を申し述べますので、ご審議くださるよ

うよろしくお願いいたします。

上砂川町生活館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。

提案理由といたしましては、東町生活館の機能

を東町集会所に移行することに伴い、東町生活館

を廃止するため本条例の一部を改正するものであ

ること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第３９号について内容の説明をいたし

ます。

このたびの条例改正は、議案第３８号でご説明

いたしました東町生活館の生活館機能を東町集会

所に移行することに伴いまして、東町生活館を廃

止するものでございます。

東町生活館につきましては、昭和４４年建設で

築後３８年が経過しているところでございます。

東町生活館の補助金の財産処分制限期間は、建物

が木造モルタル構造でありますので、財産処分制

限期間は２５年間であり、築後３８年経過してい

るため、廃止については問題がない状況にあると

いうふうに考えるところでございます。いずれに

いたしましても、集会施設は自治会活動の拠点で

ございますので、移行に当たりましては東町自治
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会並びに関係団体と十分協議を行い、地域の住民

の方に不便が生じないよう対応してまいりますの

で、ご理解を賜りたく、お願い申し上げます。

なお、東町集会所につきましては、改良住宅事

業で建設整備した施設であることから、町営住宅

条例で地域の集会施設として規定しておりますの

、 、で 今回の改正においては該当となりませんので

ご承知いただきたいと思います。

それでは、本文に入らせていただきます。上砂

川町生活館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例。

上砂川町生活館の設置及び管理に関する条例

（平成１８年上砂川町条例第１号）の一部を次の

ように改正する。

第２条の表を次のように改める。

名称、位置、鶉本町生活館、上砂川町字鶉２４

、 、 、０番地１ 下鶉生活館 上砂川町字鶉７４番地１

鶉若葉生活館、上砂川町字鶉２６５番地、中央ふ

れあいセンター、上砂川町字鶉３３８番地１。

附則

この条例は、平成１９年１０月１日から施行す

る。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（貝沼宏幸）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

◎議案第４０号

次、日程第１０、議案第４〇議長（貝沼宏幸）

０号 平成１９年度上砂川町一般会計補正予算

（第２号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第４０号 平成１９年度上砂川町一般会計補

正予算（第２号）について、提案理由を申し述べ

ますので、ご審議くださるようお願いをいたしま

す。

本文をご参照いただきたいと思います。

平成１９年度上砂川町一般会計補正予算（第２

号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ５,６１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額

。を歳入歳出それぞれ２５億７,２４０万円とする

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成１９年９月２５日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第４０号について内容の説明をいたし

ます。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、１４款道支出金１０５万円の追

加で、９,７０９万１,０００円となります。

２項道補助金１０５万の追加で、１,２７４万

１,０００円となります。

１８款諸収入４,９２２万２,０００円の追加

で、３億３０５万８,０００円となります。

４項雑入４,９２２万２,０００円の追加で、２

億８,４７９万円となります。

２０款繰越金５８２万８,０００円の追加で、

１,４１４万１,０００円となります。

１項繰越金、同額でございます。

歳入合計が５,６１０万円の追加で、２５億７,

２４０万円となります。

２、歳出、２款総務費４,９８５万６,０００円

の追加で、１億８,６７８万９,０００円となりま

す。

１項総務管理費４,９８５万６,０００円の追加
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で、１億７,３２２万２,０００円となります。

３款民生費２６３万８,０００円の追加で、６

億２,２２９万８,０００円となります。

、１項社会福祉費２６３万８,０００円の追加で

５億８,１４７万６,０００円となります。

４款衛生費２４万円の追加で、１億８,５１４

万３,０００円となります。

２項清掃費２４万円の追加で、１億２,３４８

万３,０００円となります。

５款労働費５万円の追加で、３１６万５,００

０円となります。

１項労働費、同額であります。

７款商工費１６６万６,０００円の追加で、６,

７６９万３,０００円となります。

１項商工費、同額であります。

８款土木費５０万円の追加で ２億２４３万７,、

０００円となります。

３項住宅費５０万円の追加で、７,５６７万６,

０００円となります。

１０款教育費１１５万円の追加で、７,４７５

万７,０００円となります。

２項小学校費１１５万円の追加で、２,４２８

万７,０００円となります。

歳出合計が５,６１０万円の追加で、２５億７,

２４０万円となります。

４ページの事項別明細書、歳出へまいります。

３、歳出、総務費、総務管理費、５目財産管理費

３５万４,０００円の追加で、４,６５４万８,０

００円となります。庁舎正面玄関自動ドア等の修

繕料の追加でございます。

９目諸費４,９５０万２,０００円の追加で ５,、

１５８万９,０００円となります。２３節の償還

金利子及び割引料の４,９０７万２,０００円の追

加は、昨年空知産炭地域総合発展基金を活用しま

して町有財産のパンケの湯等につきまして振興公

社へ売却したところでございますが、このたび建

物にかかわる消費税として６,５４２万９,０００

円が振興公社へ還付されたことから、基金取り崩

しの助成率４分の３相当額を公社より受納いたし

まして、町経由で空知産炭地域総合発展基金へ返

還するものでございます。２７節の公課費４３万

円の追加は、平成１８年度保養施設事業特別会計

に係る消費税と地方消費税の確定による追加でご

ざいまして、特別会計が廃止となってございます

ので、一般会計にて処理するものでございます。

民生費、社会福祉費、１目社会福祉総務費１１

６万８,０００円の追加で、２億３,３４４万円と

なります。障害者自立支援給付にかかわる費用の

追加でございますが、お手元に配付してございま

す資料ナンバー１をごらんいただきたいと思いま

す。障害者自立支援給付費等に関する法改正の概

要でございます。現在障害者の給付等の支払い事

務につきましては、北海道社会福祉施設運営財団

に業務委託をしてございますが、法改正によりま

して１０月１日から国民健康保険連合会に委託す

るということになるものでございます。

表をごらんください。委託先につきましては、

現行、北海道社会福祉施設運営財団から改正後、

１９年１０月から北海道国民健康保険団体連合会

へ変更となるということでございます。業務内容

につきましては、自立支援給付費の請求と支払い

事務につきましては連合会のほうへ移行となりま

す。また、現行やってございます支給決定情報の

管理以下、受給者証の発行、そして決定通知書の

発行につきましては、今度は町が行うということ

になるものでございます。次年度以降の経費につ

きましては、現行の財団の負担金が皆減いたしま

して、新たに国保連への手数料及び受給者証等の

印刷経費が発生するということになるものでござ

います。

予算書へお戻りください。１１節の需用費で消

耗品等々１０８万６,０００円を追加し、１２節

、の役務費で８万２,０００円の追加ということで

審査支払手数料を計上するものでございます。

３目社会福祉施設費５４万円の追加で、６６９

万６,０００円となります。修繕料の追加になる
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わけでございますが、議案第３８号及び３９号で

説明いたしました東町生活館移転に伴う経費でご

ざいまして、２４万円を追加すると。そのほかに

緑が丘集会所の屋根の塗装代として３０万円を追

加するものでございます。

４目特別養護老人ホーム費４５万円の追加で、

１億２,４４９万３,０００円となります。修繕料

、 、の追加で はるにれ荘の旧館部分でございますが

廊下、天井、暖房ファン等の修繕料で計上でござ

います。

６目デイサービスセンター費４８万円の追加

で、２,０３６万２,０００円となります。ボイラ

ー給湯管漏水等修理費の修繕料の追加でございま

す。

衛生費、清掃費、２目じん芥処理費２４万円の

追加で、８,０４０万２,０００円となります。最

終処分場の砂ろ過器の砂の取りかえ等の修繕料の

計上でございます。

、 、 、労働費 労働費 １目労働諸費５万円の追加で

３１６万５,０００円となります。砂川地域通年

雇用促進協議会負担金５万円の追加でございます

が、お手元に配付の資料ナンバー２をごらんいた

だきたいと思います。砂川地域通年雇用促進協議

会の概要でございます。季節労働者対策につきま

しては、冬期雇用安全奨励金、冬期技能講習助成

金給付が平成１８年度で廃止となったところでご

ざいます。それにかかわりまして、北海道季節労

働者対策連絡協議会によりまして国に対して季節

労働者対策の促進を要望してきたところでござい

ますが、その結果、新しい季節労働者対策が示さ

れ、通年雇用促進支援事業が制度化されたところ

でございまして、１９年４月１日より施行された

ところでございます。通年雇用促進支援事業は、

季節労働者がおおむね１,０００人規模の地域に

おいて、各地域で協議会を設置し、その協議会が

通年雇用を促進するためのソフト事業を中心とし

た計画を策定し、事業を行うものでございます。

その事業費は、総体事業費の８割を国からの委託

事業、また残る２割を協議会事業として行うとい

う制度でございます。

１の協議会の地域でございますが、砂川市、歌

志内市、奈井江町、上砂川町となってございまし

て、４に記載してございますが、この地域の季節

労働者につきましてはおおむね８５０人になって

いるということでございます。

２の協議会の組織につきましては、２市２町の

ほか各地の会議所及び地区連合会との、さらに空

知支庁による構成となるものでございます。

３の事業内容でございますが、国庫委託事業と

して（１）で事業者向けの説明会や（２）で季節

労働者向けに雇用保険等の説明会と通年雇用のた

めの研修会を実施するということとあわせまし

て、通年雇用化に向けた情報の提供をするという

ことでございます。また、地域協議会事業でござ

いますが、季節労働者就労意向調査を実施すると

いうことでございます。このほかに道単独事業と

して季節労働者の資格取得経費を助成する事業を

進めるものでございます。

裏のページでございます。全体的な総事業費、

予算でございます。支出のほうにつきましては、

、 、 。 、① ② ③とございます ただいま説明した事業

記載のとおりの事業を実施するということでござ

いまして、総額４１９万円となってございます。

これにかかわる収入につきましては、国の２分の

１負担の２９４万円と道の単独補助でございます

５０万円を差し引き、残る７５万円について道が

２分の１の３７万５,０００円、そして残る３７

万５,０００円につきましては事務局を持ちます

砂川市がおおむね６割ということで２２万５,０

００円となりまして、残る市町がそれぞれ５万円

を負担するというものでございます。

予算書へお戻りいただきたいと思います。商工

費、商工費、商工振興費１６６万６,０００円の

追加で、３,３７９万５,０００円となります。２

２節補償補填及賠償金１６６万６,０００円の追

加でございますが、町の融資制度でございます中



－10－

小企業緊急運転資金融資におきまして、融資先で

ございます型枠解体工を営みます鈴建工業の経営

不振による自己破産廃業が５月に生じたところで

ございます。２月に１２回の均等返済により融資

いたしました２００万円のうち、返済済みの２回

分を除く１６６万６,０００円について約定によ

りまして北門信用金庫から８月２１日に代位弁済

の請求がなされたところでございます。町としま

しては、返済に当たり分割返済や利息の免除等を

、 、申し入れ 北門信用金庫と協議をしてきましたが

最終的に元金のみの一括返済となり、このたび補

正予算計上するものでございます。今後におきま

しては、金融機関の全面的協力のもと、保証人か

らの返済を求めるものであり、早期回収が図られ

るよう努力してまいります。また、本件発生時に

おきまして商工会議所及び北門信用金庫との間で

新規融資にあっては審査の決定強化や連帯保証人

の選定条件などについて見直しをし、今後のリス

ク回避に向けて努力するものでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。

６ページへまいります。土木費、住宅費、１目

住宅管理費５０万円の追加で、４,３０８万２,０

００円となります。東町地区テレビ共聴施設修繕

料の追加でございまして、住宅裏側山頂付近、山

の上のほうでございますが、設置してございます

各局の共聴アンテナの中でＳＴＶ局についてケー

ブル断線により視聴不能となり、８月２日から８

月１０日にかけて緊急修繕をしたものの追加計上

となるものでございます。

教育費、小学校費、１目学校管理費１１５万円

の追加で、１,７８９万円となります。１１節需

用費６５万円の追加は、体育館の暖房機等の燃焼

筒の亀裂修繕料の追加でございます。１８節の備

品購入費５０万円の追加は、平成３年に購入いた

しました給食用の冷凍冷蔵庫を更新するものでご

ざいます。

、 。 、次に ４ページの歳入へまいります 道支出金

、 、道補助金 ２目民生費補助金１０５万円の追加で

１,２６５万９,０００円となります。１節社会福

祉費補助金でございますが、歳出で説明いたしま

した障害者自立支援給付に基づきまして１０月１

日より国保連合会へ移行するということで、１０

０％補助がなされるものでございます。

諸収入、雑入、５目雑入４,９２２万２,０００

円の追加で、２億８,４７８万６,０００円となり

ます １節雑入で振興公社の助成金精算還付金４,。

９０７万２,０００円のほか、その他雑入１５万

円の計上でございます。

繰越金、繰越金、１目繰越金５８２万８,００

０円の追加で、１,４１４万１,０００円となりま

す。前年度繰越金を財源充当するものでございま

す。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（貝沼宏幸）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４３分

再開 午前１０時５４分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

◎議案第４１号

日程第１１、議案第４１号〇議長（貝沼宏幸）

平成１９年度上砂川町下水道事業特別会計補正

予算（第１号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第４１号 平成１９年度上砂川町下水道事業

特別会計補正予算（第１号）について、提案理由

を申し述べますので、ご審議くださるようお願い

をいたします。

それでは、本文をご参照いただきたいと思いま

す。

平成１９年度上砂川町下水道事業特別会計補正

予算（第１号）は、次に定めるところによる。
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（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３９０万１,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億６,００６万７,０

００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成１９年９月２５日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして議案第４１号について内容の説明をいたし

ます。

２ページをごらんいただきたいと思います。第

１表、歳入歳出予算補正。１、歳入、２款使用料

及手数料３９０万１,０００円の追加で、２,７５

１万５,０００円となります。

１項使用料、同額であります。

歳入合計が３９０万１,０００円の追加で、２

億６,００６万７,０００円となります。

２、歳出、１款下水道費３９０万１,０００円

の追加で、１億３,５０７万６,０００円となりま

す。 １項下水道整備費３９０万１,０００円の

、 。追加で １億３,１０５万３,０００円となります

歳出合計が３９０万１,０００円の追加で、２

億６,００６万７,０００円となります。

３ページの事項別明細書、歳出でございます。

３、歳出、下水道費、下水道整備費、１目総務管

理費３９０万１,０００円の追加で、１,２６７万

２,０００円となります。２７節公課費で平成１

８年度の消費税及び地方消費税が確定となり、３

９０万１,０００円を追加するものであります。

１８年度におきまして工事で５,８３５万３,００

０円の繰越明許費が生じまして、工事費が減少し

た分使用料等にかかわる消費税が追加となったも

のでございます。

次に、歳入であります。２、歳入、使用料及手

数料、使用料、１目下水道使用料３９０万１,０

００円の追加で、２,７５１万５,０００円となり

ます。現年度下水道使用料を追加し、財源充当す

るものでございます。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（貝沼宏幸）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

◎認定第１号 認定第２号

次、日程第１２、認定第１〇議長（貝沼宏幸）

号及び日程第１３、認定第２号について関連がご

ざいますので、一括議題とし、提案理由の説明及

び内容の説明を求めてまいりたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、認定第１号 平成１８年度上砂川

町一般会計及び特別会計決算認定について、認定

第２号 平成１８年度上砂川町水道事業会計決算

認定について、一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま一括上程されま〇町長（加賀谷政清）

した認定第１号、第２号について、提案理由を申

し述べますので、ご審議くださるようよろしくお

願いいたします。

認定第１号 平成１８年度上砂川町一般会計及

び特別会計決算認定について。

平成１８年度上砂川町一般会計及び特別会計決

算認定について、別冊のとおり監査委員の意見を

つけて認定に付する。

認定に付する理由といたしましては、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、監査委員の審
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査に付した決算を監査委員の意見をつけて議会の

認定に付するものであること。

次、認定第２号 平成１８年度上砂川町水道事

業会計決算認定について。

平成１８年度上砂川町水道事業会計決算認定に

ついて、別冊のとおり監査委員の意見をつけて認

定に付する。

認定に付する理由といたしましては、地方公営

企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の

審査に付した決算を監査委員の意見をつけて議会

の認定に付するものであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で認定第１号及び認定〇議長（貝沼宏幸）

第２号について提案理由の説明を終わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（貝田喜雄）

まして認定第１号及び第２号について内容の説明

をいたします。

お手元に配付してございます平成１８年度上砂

川町各会計決算の概要をごらんいただきたいと思

います。読み上げて説明させていただきます。１

ページをごらんください。平成１８年度各会計決

算の概要ということで、例年にない特殊な事例を

掲げた決算となっておりますので、最初に総括的

概要としてまとめておりますので、説明をさせて

いただきます。平成１８年度各会計当初予算は、

第３次行財政改革に基づいた予算計上でありまし

、 、たが 前町長の退任により骨格予算となっており

６月補正予算において通常予算としたところで

す。しかしながら、その後空知産炭地域総合発展

基金からの長期借入金について、産炭地域振興を

図るため有効活用してきましたが、これが不適切

な借り入れであるとのことから、借り入れ残高１

４億４,４００万円の一括返済を求められ、この

財源確保のため職員の給与削減など経常経費の節

減による自助努力を含め、財政調整基金より３億

円を取り崩し、不足する１１億４,４００万円に

ついては発展基金の取り崩しをもって対処したと

ころでございます。この発展基金問題により、建

設事業について起債の許可が遅くなったことによ

り、工事期間の関係で一般会計や水道会計におい

て予定していた建設事業の一部を次年度以降に先

送りを行い、また下水道事業にあっては繰越明許

費による事業予算の計上を行うなど例年にない特

殊事情による決算となったところでございます。

特に一般会計においては、前年度と比較し２倍近

い決算となったところでございます。

各会計の決算は次のとおりでございます。表で

ございますが、一般会計では、歳入で６２億９３

０万７,０００円、歳出で６１億５,７１３万１,

０００円となり、実質収支は５,２１７万６,００

０円となったところでございます。また、特別会

計でございますが、８つの特別会計合計で歳入で

１１億２,６２２万１,０００円 歳出で１１億２,、

３２８万８,０００円、実質収支で２９３万３,０

００円となり、合計では７３億３,５５２万８,０

００円の歳入に対しまして７２億８,０４１万９,

０００円の歳出となり、実質収支は５,５１０万

９,０００円となったところでございます。

２ページであります。平成１８年度一般会計決

算の概要でございます。平成１８年度一般会計に

つきましては、予算額６２億７３９万円に対し、

歳入は６２億９３０万７,０００円、執行率１０

０％となり、歳出は６１億５,７１３万１,０００

円、執行率９９.２％となったところです。平成

１７年度決算と比較し、大幅な増額となっており

ますが、これは平成１３年から借り入れを行って

おりました空知産炭地域総合発展基金からの長期

借入金の一括返済の返済財源として、この発展基

金、旧基金の部分でございますが、これを取り崩

すため上砂川振興公社に対し温泉関連施設及びそ

の周辺用地を１５億２,０００万円で売却するな

ど、例年にない特別な問題により歳入で前年度比

９０.６％増の６２億９３０万７,０００円、歳出
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で９１.３％増の６１億５,７１３万１,０００円

と前年度の２倍近く増加した決算で終えていると

ころでございます。

歳入でございます。歳入において、自主財源で

ある町税は、入湯税の新設により１２５万８,０

。００円増の１億６,５９８万円となっております

地方交付税については、普通交付税、特別交付

税合わせて２,４２８万１,０００円減の１５億

９,９２０万３,０００円となっております。

財産収入については 温泉施設売却 １５億２,、 、

０００万円の売却でございますが、前年度より１

４億９,５５７万２,０００円増の１５億４,４５

９万９,０００円となっております。

諸収入では、発展基金助成金、１１億４,００

０万円でございます、と同基金借入金３億３,０

００万円の相殺等により前年度より８億１,６３

０万８,０００円増の１４億１,６００万９,００

０円となっております。

町債につきましては、振興公社が温泉施設を購

入するための出資にかかわる起債の借り入れ３億

６,１００万円等により前年度より３億４,０２０

万円増の４億９,３４０万円となっております。

繰入金については、発展基金の一括返済により

財政調整基金から４億４,０００万円を繰り入れ

し その他老人保健施設特別会計より３１７万６,、

０００円を繰り入れして決算としておりますが、

これによりまして平成１８年度末での財政調整基

金残高は３,６００万円となり、基金がほとんど

ない状況となっております。

次、歳出でございます。歳出では、前段申し上

げましたとおり公債費において発展基金の一括返

済や温泉施設売却をするための繰上償還、これは

２億９,０００万円でございますが、これらによ

りまして前年度より１７億１,１６３万７,０００

円増の２６億４８８万６,０００円となっており

ます。

人件費については、平成１８年度に人件費の削

減を中心とした財政健全化計画により職員給料を

１９年１月から１０％削減したことにより４,７

７０万９,０００円減の６億８,９２８万円となっ

ております。

補助費等では、発展基金助成金１１億４,００

０万円を振興公社に助成したことにより９億６,

１９５万３,０００円増の１５億３７４万円とな

っております。

投資及び出資金につきましては、振興公社へ出

資、これは増資ということでございますが、３億

８,０００万円により３億７,６１５万７,０００

。円増の４億３５万８,０００円となっております

財政健全化計画では、１,０００万円ほどの赤

字決算を見込んでおりましたが、経常経費の節減

のほか歳入が見込みより減額幅が少なかった等々

のことによりまして５,２１７万６,０００円の黒

字決算で終えることができたところでございま

す。

また、実質公債費比率ですが、発展基金の償還

金については従前補助費等で取り扱ってございま

したが、発展基金の一括返済に当たり公債費とし

て取り扱えということでございまして、一時的な

現象として実質公債費比率が平成１８年度決算で

の３カ年平均、平成１６年度から１８年度までの

３カ年でございますが、３３％になったと、こう

いうことでございます。この実質公債費比率は、

一般的には１８％以下が望ましいとされておりま

すことから、１８年度決算時点での３３％の比率

は極めて憂慮すべき事態でありますが、今後長期

債の償還終了により公債費が減少することから、

適正規模まで指数が減少するという見込みでござ

います。

次に、各特別会計であります。最初に、国民健

康保険特別会計であります。国民健康保険特別会

計は、歳入歳出とも２億４,０５６万５,０００円

の決算となっております。

歳入については、国民健康保険税１億７,０６

、 、８万４,０００円 使用料及手数料が４,０００円

財政法上のルール分による一般会計からの繰入金



－14－

で４,８３７万４,０００円、諸収入２,１５０万

３,０００円となっております。

歳出については、空知中部広域連合分賦金等の

総務費で２億４,０５６万５,０００円となってお

りますが、繰入金を含め剰余金５,０００万円を

国保基金へ積み立てを行ったところでございま

す。

土地開発造成事業特別会計であります。土地開

発造成事業特別会計は、まず宅地造成事業で歳入

歳出とも１,６３１万７,０００円となっておりま

す。

歳出については、分譲地販売用チラシ印刷費で

１４万７,０００円、長期債償還金元金、利子合

わせまして１,６１７万円となっており、歳出同

額の１,６３１万７,０００円を一般会計より繰り

、 。入れし 収支の均衡を図ったところでございます

次に、工業団地造成事業でございますが、歳入

歳出合計８９６万３,０００円の決算となってお

ります。

歳出については、長期債元金、利子合わせまし

て８９６万３,０００円で、宅地造成事業同様歳

出同額を一般会計より繰り入れして収支の均衡を

図ったところでございます。

町立診療所事業特別会計であります。町立診療

所事業特別会計では、歳入歳出とも１億７８４万

２,０００円の決算となっております。

歳入については、医療収入で７,０４７万９,０

００円、分担金及負担金で１,９８２万円、諸収

入５４６万３,０００円となっております。

歳出については、人件費等の総務費で５,９３

１万６,０００円、薬品費等の医業費で４,４９９

万７,０００円、長期債元金、利子で３５２万９,

０００円となり、不足いたします１,２０８万円

を一般会計から繰り入れし、収支の均衡を図って

おります。

老人保健施設事業特別会計であります。老人保

健施設事業特別会計では、歳入１億７,４７４万

３,０００円に対しまして、歳出では一般会計へ

の繰出金３１７万６,０００円を含め１億７,４５

６万３,０００円となり、歳入歳出差し引き１８

万円の黒字決算となっております。

歳入につきましては、施設サービス費収入で１

億５,３７４万２,０００円、使用料１,９６９万

５,０００円、諸収入９万２,０００円、繰越金１

２１万４,０００円となっております。

歳出については、人件費、繰出金等の老人保健

施設費で１億５,００６万８,０００円、長期債元

金、利子で２,４４９万５,０００円となっており

ます。

次に、土地取得事業特別会計でございます。土

地取得事業特別会計では、歳入歳出とも１,２１

３万７,０００円の決算となっております。

歳出については、公共用地取得に係る長期債元

金、利子１,２１３万７,０００円で、歳出同額を

一般会計から繰り入れし、収支の均衡を図ってお

ります。

下水道事業特別会計であります。下水道事業特

別会計では、歳入２億２,９６０万円に対しまし

て、歳出では平成１８年度繰越明許事業費５,８

３５万３,０００円を除き２億２,６８４万７,０

００円となり、歳入歳出差し引き２７５万３,０

００円の黒字決算となっておりますが、これにつ

きましては平成１９年度に実施する繰越明許事業

費に充てる財源となるものでございます。

歳入につきましては、受益者分担金で９１９万

６,０００円、下水道使用料で２,３２７万７,０

００円、国庫支出金３,７２０万円、諸収入６５

万７,０００円、町債が４,０８０万円となってお

ります。

歳出については、総務管理費で７８１万７,０

００円、下水道建設費９,９０７万４,０００円、

下水道維持費４３９万３,０００円、長期債の元

金、利子及び一時借入金利子含めまして１億１,

５５６万３,０００円となり、不足する１億１,８

４７万円を一般会計から繰り入れし、収支の均衡

を図っております。
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なお、繰入金１億１,８４７万円には、繰越明

許事業に係る繰り越し財源２７５万３,０００円

が含まれていますところでございます。

保養施設事業特別会計であります。町民保養施

設事業特別会計では、歳入歳出とも１億２,２７

５万１,０００円の決算となっております。

歳入については、使用料及手数料で６,０９４

万８,０００円、諸収入６９８万７,０００円とな

っております。

歳出については、１億２,２７５万１,０００円

の決算となっており、施設管理費に係る経常経費

のほか臨時的経費として平成１９年度より温泉経

営を上砂川振興公社に移行することから、公社が

支払います公租公課分及び浴室天井前面張りかえ

修繕料等２,７８２万１,０００円の経費負担が生

じており、これら臨時的経費を含めまして不足い

たします５,４８１万６,０００円を一般会計から

繰り入れし、収支の均衡を図っております。

最後でございます。水道事業会計であります。

水道事業会計の収益的収支では、事業収益、事業

費用とも税抜きで１億８,００６万２,０００円の

決算となっております。

収益については、給水収益等の営業収益で１億

３,１４９万５,０００円、繰入金４,６９９万３,

０００円を含めた営業外収益で４,８５６万７,０

００円となっております。

また、資本的収支では、収入２,６６６万７,０

、 、００円に対し 支出は９,０７８万７,０００円で

差し引き不足いたします６,４１２万円につきま

しては過年度分及び現年度分損益勘定留保資金で

６,０１７万円を補てんし、なお不足する３９５

万円を一般会計から繰り入れし、収支の均衡を図

ったところでございます。

以上でございます。

以上で認定第１号及び認定〇議長（貝沼宏幸）

第２号についての内容の説明を終わります。

本件につきましては、特別委員会を設置いたし

まして審議していただくことにしたいと思います

が、ここで全体を通して質疑を受けたいと思いま

す。何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

なお、各会計の決算の資料につきましては、お

手元に配付のとおりでありますので、ご参照願い

ます。

また、決算特別委員会には、これらの資料等を

使用いたしますので、お忘れのないようご持参願

いたいと思います。

◎決算特別委員会設置及び付託について

次、日程第１４、決算特別〇議長（貝沼宏幸）

委員会設置及び付託について議題といたします。

お諮りいたします。ただいま提案ありました認

定第１号 平成１８年度上砂川町一般会計及び特

別会計決算認定並びに認定第２号 平成１８年度

上砂川町水道事業会計決算認定について、委員会

条例の規定に基づき、定数８名で構成する決算特

別委員会を設置いたしまして、閉会中の継続審査

を含めこれに付託し、審査することにしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、認定第１号及び認定第２号につき

ましては、８名で構成する決算特別委員会を設置

いたしまして、閉会中の継続審査を含めこれに付

託することに決定いたしました。

次に、ただいま設置されました決算特別委員会

の委員の選任につきましては、委員会条例の規定

により議長より指名したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

本決算特別委員会の委員につきましては、議長

と議選の監査委員であります柳川議員を除く全議

員を指名いたします。
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なお、本決算特別委員会の正副委員長につきま

しては、申し合わせによりまして総務文教常任委

員会の正副委員長が兼ねることになっております

ので、委員長には椿原総務文教委員長、副委員長

には川上総務文教副委員長を指名いたします。

お諮りいたします。本決算特別委員会に地方自

治法第９８条の審査権限を付与したいと思います

が、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、本決算特別委員会に地方自治法第

９８条の審査権限を付与することに決定いたしま

した。

◎休会について

以上で本日の日程は全部終〇議長（貝沼宏幸）

了いたしました。

お諮りいたします。議案調査のため明２６日か

ら２７日までの２日間休会したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、２６日から２７日までの２日間休

会することに決定いたしました。

なお、休会中につきましては常任委員会を開催

していただくことになっておりますので、よろし

くお願いいたします。

また、２８日は午前１０時より本会議を再開い

たしますので、出席方お願いいたします。

◎散会の宣告

本日はこれにて散会いたし〇議長（貝沼宏幸）

ます。大変ご苦労さまでございました。

（散会 午前１１時１９分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 貝 沼 宏 幸

署 名 議 員 高 橋 成 和

署 名 議 員 大 内 兆 春
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平 成 １ ９ 年

上砂川町議会第３回定例会会議録（第２日）

９月２８日（金曜日）午前１０時００分 開 議

午前１１時０４分 閉 会

〇議事日程 第２号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 一般質問

第 ３ 議案第３８号 公の施設に係る指定

管理者の指定について

第 ４ 議案第３９号 上砂川町生活館の設

置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について

第 ５ 議案第４０号 平成１９年度上砂川

町一般会計補正予算（第２号）

第 ６ 議案第４１号 平成１９年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

１号）

※ 議案第３８号～第４１号は、質

疑・討論・採決とする。

第 ７ 調査第３号 所管事務調査について

（追加日程）

第 ８ 意見書案第１０号 自治体財政の充

実・強化を求める意見書

第 ９ 意見書案第１１号 中小企業の事業

承継円滑化のための税制改正を求め

る意見書

第１０ 意見書案第１２号 「地域安全・安

心まちづくり推進法」の早期制定を

求める意見書

第１１ 意見書案第１３号 高齢者の医療負

担増を止め、後期高齢者医療制度の

抜本的見直しを求める意見書

第１２ 意見書案第１４号 被爆者に対して

適正な援護の推進を求める意見書

第１３ 意見書案第１５号 割賦販売法の抜

本的改正に関する意見書

〇会議録署名議員

３番 高 橋 成 和

４番 大 内 兆 春

◎開議の宣告

ただいまの出席議員は１０〇議長（貝沼宏幸）

名であります。

理事者側につきましても、全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成１９年第３

回上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、

休会を解きまして再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（貝沼宏幸）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定

によって、３番、高橋議員、４番、大内議員を指

名いたします。よろしくお願いいたします。

◎一般質問

日程第２、一般質問を行い〇議長（貝沼宏幸）

ます。

本件につきましては、議長の手元まで通告が参

っておりますので、順を追って許可してまいりた

いと思います。
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◇ 椿 原 満 春 議員

１０番、椿原議員、ご登壇〇議長（貝沼宏幸）

の上ご発言願います。

平成１９年度第３回定例〇１０番（椿原満春）

会に当たり、次の２点について質問いたします。

第１点目は、財政運営と財政収支の見通しにつ

いてであります。上砂川町は、産炭地域総合発展

基金の取り崩しにより財政再建団体は回避されま

したが、道から求められた財政健全化計画に基づ

き、財政運営をしていかなければならない状況で

ありますが、９月７日、道は市町村の財政悪化度

を発表しました。自治体の収入に対する借金の割

合を示す実質公債費比率について、上砂川町はワ

ーストスリー、３３％となっております。いわゆ

る起債制限団体の状況であります。今後道から求

められた財政健全化計画のとおり財政運営を行

い、実質公債費比率の適正規模まで指数減少する

見込みはいつになるのかお伺いをいたします。

さらに、上砂川町の将来を見きわめる意味から

も平成１９年度から２３年度までの財政収支の見

通しについてもお伺いをいたします。

２点目の財政健全化についてであります。夕張

市が財政破綻により再建団体に転落したことがき

っかけで法案がつくられ、地方公共団体の健全化

に関する法律が６月１５日に成立いたしました。

従来の再建法制との主な見直し内容については、

健全化判断指標について連結ベースの視点や負債

とストックを対象とした指標が新たに盛り込ま

れ、あわせて情報開示の徹底が規定されたこと、

早期の段階での顕在化を促進するため、健全化計

画策定において議会の議決や外部監査の義務づけ

が盛り込まれたところであります。今後のスケジ

ュールについては、年内中に政省令で財政指標の

詳細な算定方法や早期健全化並びに再生段階の事

務等が定められ、平成１９年度決算から健全化判

断比率の公表を、平成２０年度決算から本格的に

適用される運びとなっておりますが、すべての自

治体が公表を義務づけられております。現段階に

おける試算で４つの財政指標の上砂川町の実態に

ついてお伺いいたします。

以上で質問を終わります。明快な答弁をよろし

くお願いいたします。

ただいまの１０番、椿原議〇議長（貝沼宏幸）

員の質問に対し、答弁を求めてまいります。総務

財政課長。

１０番、椿原議員〇総務財政課長（永井孝一）

の１件目のご質問、上砂川町の財政運営と財政収

支の見通し並びに２件目の上砂川町の財政健全化

について、関連がありますので、あわせてお答え

いたします。

ご質問の趣旨は、１件目については本年９月７

日付で北海道が発表した実質公債費比率が本町は

全道ワースト３位で３３％になっているため、今

後の見通しはどうなるか、平成２３年度までの財

政収支状況がどのように推移していくか。２件目

は、本年６月の財政健全化法の成立により平成１

８年度決算における財政４指標の実態がどうなっ

ているかということでありますが、初めに実質公

債費比率についてであります。石炭産業を基幹産

業として歩んできた本町では、昭和６２年の三井

石炭社の閉山により住民の生活基盤確保とあわ

、 、せ 新たな産業興しなどが求められることとなり

炭鉱閉山対策として約１５０億円の事業を実施

し、その財源として６２億円の起債によって財源

確保を図るとともに、財政調整基金等の取り崩し

により対応してきたところであります。自主財源

の乏しい本町では、歳入確保に当たりその多くを

地方交付税に依存しなければならず、建設事業を

進めるにはどうしても起債借り入れがなければ住

民ニーズに対応できない脆弱な財政基盤に置かれ

ているものでありますが、議員各位もご承知のと

おり地方に負担を求める三位一体改革による地方

交付税の大幅削減が続き、置かれる状況がさらに

厳しくなったことから、これらの措置に対応すべ

く、平成１３年度から人件費の削減を中心に投資

的経費の抑制、さらには住民サービス制度等を見
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直す歳出削減を図ることで収支のバランスをとり

ながら、順調に公債費の返還に努めてきたところ

であります。しかしながら、昨年６月に空知産炭

地域総合発展基金の長期借入金が不適切な起債で

あるとのことから、一括返済が求められ、償還金

についても従前は補助費等で取り扱われたものが

公債費に計上し、処理するとされたため、実質公

債費比率が一時的に引き上がり、平成１７年度で

は３６％、平成１８年度では３３％となったとこ

ろであります。

発表されました実質公債費比率は、平成１６年

度から平成１８年度までの３カ年分の平均値によ

るもので、平成１８年度単年度では２０.２％と

なっております。実質公債費比率は、１８％未満

であることが望ましいとされておりますが、道路

整備等の起債許可につきましては公債費適正化計

画の提出をもって可能となっており、本町では財

政健全化計画とあわせて既に公債費適正化計画を

策定し、北海道への提出も終えており、すべての

起債借り入れが可能となっております。近時マス

コミ等で実質公債費比率だけをピックアップし、

あたかも財政状況が悪いとの指摘を受けておりま

すが、比率が低いからといって財政が健全である

とは言いがたく、ここ数年で多くの建設事業を実

施した市町村ほどこれから先に起債償還のピーク

を迎えると見込まれ、指数が高まるものと推測さ

れるところであります。本町の場合、今後は前述

のとおり行財政改革の実施により大型事業が予定

されておりませんので、着実に減少の経過をたど

るものと判断しており、長期起債の償還終了によ

り公債費が減少することから、適正規模まで指数

が減少する見通しであり、平成１９年度では２６

％、平成２０年度では１８％、平成２１年度は１

６％、平成２２年度では１５％となり、平成２０

年度で起債制限の受けない１８％未満になると見

込んでおります。また、一般会計の起債残高につ

きましても現状５０億円が平成２２年度では３０

、 、億円に 特別会計では３０億円が２２億円となり

よって８０億円の起債残高が合計で５２億円程度

になるものと判断をしております。

次に、来年度以降の財政収支見込みであります

が、最初に平成１８年度の決算について触れさせ

ていただきます。財政健全化計画におきまして平

成１８年度の普通会計決算では、１,０００万円

程度の赤字を見込んでおりましたが、経常経費の

節減と地方交付税の減額が当初想定した減額幅よ

り少なかったことなどにより、５,０００万円の

黒字となったところであります。わずかながら残

りました積立金等の有効活用により予定いたしま

した健全化計画の一部見直しを図りつつ、着実に

行財政改革を進めなければならないと考えるもの

であります。今後におきましては、現行の健全化

計画ではおおむね２５億円程度の予算規模が継続

、 、し 平成１９年度の決算見込みでは１億円の黒字

繰越金並びに基金繰入金を見込まないで推計いた

しますと平成２０年度では６,０００万円、平成

２１年度では７,０００万円、平成２２年度では

１,０００万円、平成２３年度では平成２２年度

の国勢調査の影響もあり、地方交付税の見きわめ

が難しいところでありますが、１,０００万円程

度の黒字になると推計しておりますが、いずれに

いたしましても地方交付税が一定程度確保されて

の試算であり、極めて不透明かつ流動的要素が含

まれており、地方交付税の動向によりさらなる改

革が求められることもあり、厳しい財政運営を強

いられると考えるものであります。

次に、２件目の地方公共団体の財政の健全化に

関する法律に基づく上砂川町の実態についてご説

明申し上げます。この法律は、議員ご指摘のとお

り夕張市の財政破綻に起因するものであり、財政

健全化団体へ転落する前に対策を講じることと

し、創設されたものであります。これまでの地方

財政再建促進特別措置法では、地方自治体みずか

らの判断による再建団体申請の基準しかなく、早

期是正、再生という観点からのわかりやすい財政

情報の開示や正確性を担保する手段が不十分であ
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ることから、これらの課題を解決し、健全財政を

維持するために普通会計のみならず、企業会計や

公社、第三セクター等を含めた財政分析の指標を

定め、早期に是正するものであります。具体的に

は、財政再建を促すため２つの手法が示されてお

り、１つには自主的な改善努力による財政健全化

を図る早期財政健全化団体とし、もう一つには早

期是正が困難な場合には国の関与による財政再生

団体として行政運営に当たるとされております。

いずれの場合も、それぞれ財政健全化計画の策定

と財政再生計画の策定が求められるものであり、

平成２０年度の決算から適用となり、毎年度４つ

の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で

議会に報告しなければならないこととなっており

ます。

健全化判断基準となります４つの指標は、第１

に実質赤字比率、これは普通会計における赤字の

比率を見るものであり、第２には連結実質赤字比

率、これは全会計への実質赤字等の標準財政規模

に対する比率をあらわすものであります。第３に

は、実質公債費比率、これは前に述べましたよう

に３カ年の実質公債費比率の平均を出すもので、

第４には将来負担比率、これは公営企業、出資法

人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規

模に対する比率をあらわすものとなっておりま

す。この４つの指標のうち、いずれかが国の定め

られた健全化判断基準を超えた場合には、第１段

階として早期是正を図るため、財政健全化計画を

策定し、行財政運営に当たることとなるものであ

。 、 、ります さらに 早期健全化が著しく困難となり

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比

率の１つでも再生判断基準を超えた場合には、第

２段階として財政再生計画を策定していくものと

なっております。両計画は、議会の議決を得て定

め、速やかに公表するとともに、総務大臣、北海

道知事への報告、全国的な状況の公表等の規定を

、 、設けるほか 毎年度その実施状況を議会に報告し

公表することとなっております。このほか本法で

は、公営企業の経営の健全化がうたわれ、公営企

業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した

上で議会に報告し、公表することとなっておりま

すし、個別外部監査契約に基づく監査を求めなく

てはならないこととなっております。

ご質問の平成１８年度決算ベースにおける財政

４指標の実態につきましては、決算特別委員会に

てご審議をいただくわけではありますが、実質赤

字比率は黒字決算をしておりますし、繰り上げ充

用並びに支払い繰り延べ額等もないこともあり、

該当にならず、連結決算における連結実質赤字比

率も各会計の赤字もなく、資金不足等もないこと

から該当にならず、実質公債費比率が現在３３％

ですので、該当となるところではありますが、先

ほど答弁させていただきましたとおり順調に順次

低下していくことから、平成２０年度の決算まで

には問題が生じないものと考えております。

また、将来負担比率につきましては、現在算定

基礎数値が未定となっておりますので、具体的算

式が示された時点で明らかになるものとしており

ますが、公営企業、出資法人等を含めた普通会計

の実質的負債がないことから、現段階では該当に

ならないものと考えております。現在のところ４

指標に関しまして早期健全化団体、再生団体への

指定基準等詳細が国から示されておりませんの

で、示された時点で算定を行い、結果につきまし

て機会を見ましてご報告させていただきたいと存

じます。

、 、以上申し上げ 答弁とさせていただきますので

ご理解を賜りたいと存じます。

ただいまの答弁に対し、再〇議長（貝沼宏幸）

質問があれば許可いたします。椿原議員。

１点目について、町理事〇１０番（椿原満春）

者のこれに対する対応ですけれども、伺っておき

たいと思います。今答弁いただいたように、いわ

ゆる実質収支率が２２年で１５％になるというふ

うに適正指数の答弁がなされたわけであります

が、これだけ新聞紙上等であたかも悪化度が市町
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村で第３位ということが、事実は今説明されたと

おりでありますが、町民の皆さんには明らかに公

表すべきだと、こう思うのですが、広報でわかり

やすく図解等も入れながら、我が町の健全財政を

進めている実態をやっぱり知らしめるべきではな

いかというふうに思うのですが、その点はどうで

しょうか。

副町長。〇議長（貝沼宏幸）

ただいまの椿原議員の再〇副町長（貝田喜雄）

質問でございますけれども、議員のほうからお話

があったとおりというふうに考えるところでござ

いまして、今詳細が出てまいりましたならば、そ

れらも含めた上で本町の置かれている状況、今ま

での行革を含めた経過と今後の見込み等々につき

まして町広報等を通しまして公表していきたい、

このように考えておりますので、よろしくお願い

申し上げます。

、 。〇議長 貝沼宏幸（ ） 椿原委員 よろしいですか

はい。〇１０番（椿原満春）

それでは、ないようでござ〇議長（貝沼宏幸）

いますので、打ち切ります。

◇ 大 内 兆 春 議員

次、４番、大内議員、ご登〇議長（貝沼宏幸）

壇の上ご発言願います。

最初に、本町再生に向けた〇４番（大内兆春）

業務体制の活性化について質問いたします。

ここしばらくの期間における再生に向けた町政

の取り組みを概観してみますと、一方においては

財政健全化に向けた取り組みとして退職者の補充

採用の見合わせ、早期退職の促進などの減員対策

の推進を初めとした一円でも多くとの歳出削減を

目指した努力が日々行われ、他方においては再生

計画に沿ってそのメーンプロジェクトたる健康の

里づくり推進プロジェクトの準備が着々と進めら

れているといった状況と言えるでしょう。また、

町政の一方の重要課題たる市町村合併問題に目を

転じてみますと、先月３１日の議論状況のように

自立の道も選択肢の一つとする可能性が浮かんで

くるなど、なお先行き不透明の状況にあります。

このような合併問題の状況からしても、町再生を

確固たるものとしていく必要があるわけで、その

ためには再生の取り組みに関して生じた問題に対

しては迅速な、また場合によっては柔軟な対応を

とる必要があるものと思考いたします。

現在私が把握しているそのような問題の一つと

して、町職員の業務体制の問題があります。これ

は、減員対策の進展の結果、振興計画部門など重

点部門の職員が兼務業務との関係もあって本来業

務の多くの執務時間を損失するに至っているとい

うものであり、このままでは再生計画遂行への支

障が懸念されます。もとより減員対策は、財政再

建のかなめの一つであり、その甚大な効果につい

ては衆目の一致するところですが、絶対的な不可

侵の聖域であると硬直的にとらえてはならず、再

生計画との関係において必要あらば限定的で弾力

的な調整も必要であると考えます。

そこで、提案ですが、かかる問題の対策として

現在を再生への過渡期中の過渡期と位置づけ、重

点部門担当職員が本来業務に専念できる環境を構

築するとの観点から、効果的な配置計画を策定の

下にパート職員を採用してみてはいかがと考えま

すが、どうでしょうか。

次に、小学校児童及び中学校生徒における携帯

電話等電子通信機器所持、利用と教育のかかわり

について質問いたします。昨今青少年によるネッ

トなどを使った犯罪が頻発しておりますが、成人

による同様の犯罪も含め、そのさま変わりには戦

慄に近いものを覚えるところであります。その原

因、背景については、マスコミ等において識者が

種々論じておるところでありますが、論をまたず

明確なのは従来からの社会関係に適用されてきた

道徳、倫理、情緒がネットを介した一部の人間関

係では機能せず、それにかわって思考、感情がそ

の場を支配し、それがある水準まで達すると心の

やみを開放してしまい、犯罪を生む結果につなが
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っているということです。私もその一部に組み込

まれているネット化社会の進展がこれからの社会

の進化の方向として避けられないものであり、そ

の移行に伴う犠牲としてその種の犯罪の発生もや

むを得ないものとしてとらえることも可能であり

ますが、発生件数の多さや事件の性質、内容から

して、やはり抜本的対策は必要であります。

それでは、どうすればよいのか。特に小学校児

童及び中学校生徒に対してはどのように指導する

のか。その１つとして、所持、利用の規制、つま

り持たせない、使わせないといった性格のものが

防止対策として有効との提言もされる向きも多く

ありますが、当人の内面からの理解を得ずに単に

規制を押しつけることはさらなる反発を招き、新

たな事件を生むだけで、何ら根本的な解決につな

がらないというのが私の教育に関する一貫した考

えの一つであります。結局陰でこそこそやる子供

たちをふやすだけです。残念なことに教育方法等

については、この問題の本質がネットなどを使う

、 、こと自体は悪ではなく 使い方の問題であること

そこに人間の内面の問題が重なるといった複雑さ

が伴うことによるものと思われますが、いまだ確

たる指針などが確立されていないようです。

そこで、質問ですが、まず第１点として、本町

の教育行政においては小学校児童及び中学校生徒

の携帯電話所持並びにネット利用についてどのよ

うな認識をお持ち、どのように指導しているのか

お尋ねいたします。

第２点目は、ネット事件については子供たちが

加害者ばかりでなく、知らぬ間に被害者の立場と

なる可能性があり、その事態への対応の必要から

、 。国語力 表現力の養成の必要が唱えられています

国語は、すべての知的活動の基礎であると言われ

、 。ていますが 私も深く共感するところであります

情報を伝達する上で、読む、書く、話す、聞くが

重要なのは論をまたないわけですが、それ以上に

重大なのは国語が思考した結果を表現する表現力

の養成の場であり、道であるが私の考えでありま

す。これについての見解はいかがかお尋ねいたし

まして、私の質問といたします。

ただいまの４番、大内議員〇議長（貝沼宏幸）

、 。 、の質問に対し 答弁を求めてまいります 初めに

総務財政課長。

４番、大内議員の〇総務財政課長（永井孝一）

１件目のご質問、本町再生に向けた業務体制の活

性化についてお答えいたします。

ご質問の趣旨は、町職員の減員に伴い、業務体

制における問題が生じてきているのではないかと

いうことでありますが、近年の職員欠員不補充の

状況は平成１２年度において１５３名おりました

ものが平成１３年度からの第１次行財政改革の実

施に伴い、平成１２年度との比較では７名、平成

１３年度では６名、平成１４年度は４名、平成１

５年度では８名、平成１６年度では６名、平成１

７年度は３名、平成１８年度では７名となってお

り、本年３月までに合計４１名の定年退職並びに

自己都合により退職した者を補充せずにきたとこ

ろであります。その結果、平成１９年４月現在の

職員数は１１２名となっており、内訳は役場庁舎

職員４５名、教育委員会職員５名、福祉医療セン

ター職員３１名、消防職員１７名、その他施設職

員１４名となっております。その欠員不補充にお

ける財政効果額は３億１,０００万円程度となっ

ており、議員も評価されておりますとおり現在ま

での行財政改革では多大な効果を上げており、空

知産炭地域総合発展基金の借入金一括返済問題と

の関係上、総務省及び北海道へ提出しております

財政健全化計画を推進しなければならない本町に

とっては、重要な位置づけとなっているものであ

ります。

また、本町が今後進むべき方向性を探るとき、

１つとして市町村合併による行政運営が挙げられ

るものであり、もう一つには合併が整わない場合

には単独の行政運営を余儀なくされるものと思う

もので、単独運営に当たっては平成１４年１１月

の西尾私案が現在も効力を有しており、第２７次
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地方制度調査会での考えでは基礎的自治体に再編

されなかった小規模自治体においては、北海道並

びに広域的組織により事務の一部が補完され、地

方交付税の圧縮を行うという事態にもなることが

予想されるところであります。いずれにいたしま

しても、今後の行財政運営に当たって第１に求め

られるものは、行政組織のスリム化であり、でき

る限りの削減を進め、残る職員が中心となり、効

率化を図ることが絶対条件となるものと思うとこ

ろであります。

しかしながら、議員ご指摘のとおり各種イベン

トや収納対策、草刈りや除雪などを職員一丸とな

り協力体制で取り組んでいる現状から、一部に負

担増などの事態が生じてきているのも否めないと

思われ、職員の本務機能の発揮、本務への専念義

務確保や労働安全衛生の立場を考慮いたします

と、職員数の限度もあることから、十分な配慮の

もと体制整備について検討していく必要がある時

期に来ていると考えるところであります。現在昨

年度から継続協議して役場職員による事務改善検

討委員会によりまして、一層の効率的かつ機能的

な職場体制の確立として機能の見直しをするべく

協議中でありまして、その議題の一つとしてパー

ト職員、臨時職員の雇用についても検討している

ところであります。また、役場の臨時職員の雇用

は、確定申告時期、選挙事務等において雇用して

いる状況でありますが、さらに他の職場にも必要

であるか否か、どのような業務が対象となるかを

十分に検証しつつ、行政業務のワークシェアリン

グや住民のワーキングシェアなど雇用の創出も組

み入れたものとして今後協議してまいりたいと存

じますので、ご理解賜りたいと存じます。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

次、教育次長。〇議長（貝沼宏幸）

４番、大内議員の２件〇教育次長（小林 均）

目のご質問、小学校児童及び中学校生徒における

携帯電話等電子通信機器所持、利用と教育のかか

わりについてお答えいたします。

現代社会において情報通信技術は目覚ましく進

展し、携帯電話、パソコン等の電子通信機器は今

や必需品になりつつあります。こうした中で出会

い系サイトによる事件、インターネットを利用し

た詐欺事件などのハイテク犯罪やトラブルが急速

に増加し、児童生徒もこうした事件に巻き込まれ

るケースもあります。また、最近ではインターネ

ットを利用し、個人を誹謗中傷するいじめも増加

してきております。しかし、携帯電話には自分の

身の危険を知らせ、犯罪を未然に防止するという

ような利点もありますし、インターネットには情

報をいち早く収集し、それを活用できるなどの利

点も数多くあります。したがって、これら携帯電

話やパソコン等を悪用するか、有効に活用するか

はそれを利用する個人、個々のモラルの問題であ

ると考えるところであります。議員の指摘にもあ

りますように、こうした携帯電話等を児童生徒に

持たせない、使わせないということでは、単に規

制を押しつけるだけで反発を招き、根本的な解決

にはつながらず、前段申し上げましたとおり使い

方の問題であるという考えにはまさに同感でござ

います。

さて、質問の１点目、本町の教育行政において

は児童生徒の携帯電話所持並びにネット利用につ

いてどのような認識を持ち、どのようにして指導

しているのかについてでございますが、認識につ

きましては前段申し上げたとおりであります。指

導につきましては、小学校においては携帯電話を

所有している児童については把握できておりませ

んが、中学校では携帯電話を所有している生徒は

全体の約半数、４７％が所持しており、学年が進

むにつれ所有する割合がふえてきている状況にな

ります。こうした状況下、小学校、中学校とも学

校生活を送る上で必要なものでないという認識か

ら、持ってこないよう各学校に指導を行っている

ところであります。また、情報担当教師を中心に

あらゆる機会を通じ、児童生徒に対し情報活用能

力の育成のみではなく、各学年の発達段階に応じ
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てルールやモラル、マナーに関する指導の充実を

図っており、教師はインターネットを利用する人

が守るべき倫理基準についてみずから研修を深め

ているところでございます。さらに、家庭との連

携を図るために各便りや懇談会などさまざまな機

会を利用し、インターネットを利用するルールに

ついて具体的な事例などを紹介して啓発に努めて

いるところでございます。

、 、次に ２点目のネット事件にかかわって国語力

表現力の要請の必要性についての見解についてで

ございますが、子供たちの国語力、表現力がネッ

ト利用の急速な進展などにより落ちてきていると

いう指摘がされております。本町の児童生徒にも

周りとうまく人間関係を保てない、自分の考えを

頭の中で筋道を立てて整理し、表現することが苦

手、時と場合に応じた言葉遣いが不適切など国語

力、表現力に欠ける生徒も見られます。したがっ

て、児童生徒をネット事件から守るため、あらゆ

る教育活動の場で国語力、表現力を高める教育を

進め、これらを育てていく必要性があると認識し

ているところでございますので、ご理解賜りたい

と存じます。

以上を申し上げ、答弁とさせていただきます。

ただいまの答弁に対し、再〇議長（貝沼宏幸）

質問があれば許可いたします。

ありません。〇４番（大内兆春）

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

以上で一般質問を終了いたします。

ここで５分間休憩いたします。

休憩 午前１０時３５分

再開 午前１０時４１分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

◎議案第３８号 議案第３９号 議案第４０号

議案第４１号

日程第３、議案第３８号か〇議長（貝沼宏幸）

ら日程第６、議案第４１号については既に提案理

由並びに内容説明が終了しておりますので、順次

質疑、討論、採決を行ってまいります。

日程第３、議案第３８号 公の施設に係る指定

管理者の指定について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第３８号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第３８号 公の施設に係る指

定管理者の指定については、原案のとおり決定い

たしました。

次、日程第４、議案第３９号 上砂川町生活館

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例制定について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第３９号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
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異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第３９号 上砂川町生活館の

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

、 。制定については 原案のとおり決定いたしました

次、日程第５、議案第４０号 平成１９年度上

砂川町一般会計補正予算（第２号）について議題

といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第４０号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第４０号 平成１９年度上砂

川町一般会計補正予算（第２号）については、原

案のとおり決定いたしました。

次、日程第６、議案第４１号 平成１９年度上

砂川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第４１号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第４１号 平成１９年度上砂

川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いては、原案のとおり決定いたしました。

◎調査第３号

次、日程第７、調査第３号〇議長（貝沼宏幸）

所管事務調査について議題といたします。

お手元に配付しておりますように、議会運営委

員長から、会議規則第７４条の規定により、閉会

中の継続調査について申し出がありましたので、

委員長の申し出のとおり許可してまいりたいと思

いますが、これに異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

本件は、委員長の申し出のとおり許可すること

に決定いたしました。

◎追加日程について

ただいま議長の手元に意見〇議長（貝沼宏幸）

書案６件が所定の手続を経て提出されております

ので、これを追加日程のとおり追加し、議題に付

したいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、追加議事日程のとおり追加するこ

とに決定いたしました。

◎意見書案第１０号

お諮りいたします。〇議長（貝沼宏幸）

日程第８、意見書案第１０号から日程第１３、

意見書案第１５号まで６件の意見書案の本文は相

当量となっておりますので、本文読み上げについ

ては省略したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。
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〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、意見書案第１０号から意見書案第

１５号まで、本文読み上げによる内容説明を省略

することに決定いたしました。

日程第８、意見書案第１０号 自治体財政の充

実・強化を求める意見書について議題といたしま

す。

４番、大内議員、ご登壇の上ご発言願います。

自治体財政の充実・強化を〇４番（大内兆春）

求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 大 内 兆 春

賛成議員 森 国 三 高 橋 成 和

川 上 三 男 柳 川 暉 雄

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第１０号 自治体財政の充実・強化を

求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、

経済財政政策担当大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第１０号を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、意見書案第１０号 自治体財政の

充実・強化を求める意見書は、原案のとおり決定

いたしました。

◎意見書案第１１号

次、日程第９、意見書案第〇議長（貝沼宏幸）

１１号 中小企業の事業承継円滑化のための税制

改正を求める意見書について議題といたします。

、 、 。１０番 椿原議員 ご登壇の上ご発言願います

中小企業の事業承継円滑〇１０番（椿原満春）

化のための税制改正を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 椿 原 満 春

賛成議員 大 内 兆 春 森 国 三

高 橋 成 和 川 上 三 男

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第１１号 中小企業の事業承継円滑化

のための税制改正を求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、経済産業大臣でございます。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「
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ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第１１号を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、意見書案第１１号 中小企業の事

業承継円滑化のための税制改正を求める意見書

は、原案のとおり決定いたしました。

◎意見書案第１２号

次、日程第１０、意見書案〇議長（貝沼宏幸）

第１２号 「地域安全・安心まちづくり推進法」

の早期制定を求める意見書について議題といたし

ます。

、 、 。１０番 椿原議員 ご登壇の上ご発言願います

「地域安全・安心まちづ〇１０番（椿原満春）

くり推進法」の早期制定を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 椿 原 満 春

賛成議員 大 内 兆 春 森 国 三

横 溝 一 成 川 上 三 男

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第１２号 「地域安全・安心まちづく

り推進法」の早期制定を求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大

臣、国土交通大臣、国家公安委員長。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第１２号を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、意見書案第１２号 「地域安全・

安心まちづくり推進法」の早期制定を求める意見

書は、原案のとおり決定いたしました。

◎意見書案第１３号

次、日程第１１、意見書案〇議長（貝沼宏幸）

第１３号 高齢者の医療負担増を止め、後期高齢

者医療制度の抜本的見直しを求める意見書を議題

といたします。

５番、川上議員、ご登壇の上ご発言願います。

、〇５番 川上三男（ ） 高齢者の医療負担増を止め

後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求める意見

書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 川 上 三 男

賛成議員 柳 川 暉 雄 大 内 兆 春

小 林 繁 横 溝 一 成

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。
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意見書案第１３号 高齢者の医療負担増を止

め、後期高齢者医療制度の抜本的見直しを求める

意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、厚生労働大臣、北海道知事、北海

道後期高齢者医療広域連合長。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第１３号を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、意見書案第１３号 高齢者の医療

負担増を止め、後期高齢者医療制度の抜本的見直

しを求める意見書は、原案のとおり決定いたしま

した。

◎意見書案第１４号

次、日程第１２、意見書案〇議長（貝沼宏幸）

第１４号 被爆者に対して適正な援護の推進を求

める意見書を議題といたします。

２番、堀内議員、ご登壇の上ご発言願います。

被爆者に対して適正な援護〇２番（堀内哲夫）

の推進を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 堀 内 哲 夫

賛成議員 柳 川 暉 雄 大 内 兆 春

小 林 繁 川 上 三 男

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第１４号 被爆者に対して適正な援護

の推進を求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣、厚生労働大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第１４号を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、意見書案第１４号 被爆者に対し

て適正な援護の推進を求める意見書は、原案のと

おり決定いたしました。

◎意見書案第１５号

次、日程第１３、意見書案〇議長（貝沼宏幸）

第１５号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見
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書を議題といたします。

２番、堀内議員、ご登壇の上ご発言願います。

割賦販売法の抜本的改正に〇２番（堀内哲夫）

関する意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 堀 内 哲 夫

賛成議員 柳 川 暉 雄 川 上 三 男

大 内 兆 春 森 国 三

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第１５号 割賦販売法の抜本的改正に

関する意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年９月２８日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、経済産業大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第１５号を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、意見書案第１５号 割賦販売法の

抜本的改正に関する意見書は、原案のとおり決定

いたしました。

◎教育委員長あいさつ

本定例会に付議されました〇議長（貝沼宏幸）

、 、案件につきましては すべて終了いたしましたが

ここで今月末退任されます滝田教育委員長より退

任のごあいさつをいただきたいと思います。

議長のお取り計らい〇教育委員長（滝田潤一）

によりまして退任のごあいさつを申し上げます。

私は、平成３年に教育委員に任命されてから本

日までの１６年間、後年６年間は教育委員長とし

て務めさせていただきました。この間皆様のご支

援とご協力、ご鞭撻に対しまして厚く御礼申し上

げます。

本町は、教育と福祉を町是とした町でございま

した。特に教育に関しましてもそのご配慮、いろ

んな施策につきましては他市町に比べましても抜

群なものがありました。しかしながら、近年の財

政事情の逼迫その他によりまして皆様、上砂川町

も血のにじむような努力に傾注している最中でご

ざいます。教育に関しましても教育環境は著しく

変化いたしまして対応に追われておりましたけれ

ども、どうか今後も上砂川町の未来のため、２１

世紀に育つ子供たちのために教育行政にも過分な

るご指導、ご配慮をいただきたいなと思っており

ます。本当に在任中は皆様とともにきたこの１６

年間でございましたけれども、私の人生上にとり

ましても貴重な得がたい体験でございました。こ

れからは、一町民といたしまして側面から町のた

め、また教育のために尽力できれば幸いかと存じ

ます。長い間のご支援まことにありがとうござい

ました。皆様のご健勝を心から祈念申し上げて、

ごあいさつとさせていただきます。ありがとうご

ざいました。

滝田委員長、長い間大変ご〇議長（貝沼宏幸）

苦労さまでございました。

◎閉会の宣告
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以上で平成１９年第３回上〇議長（貝沼宏幸）

砂川町議会定例会を閉会いたします。どうもご苦

労さまでございました。

（閉会 午前１１時０４分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 貝 沼 宏 幸

署 名 議 員 高 橋 成 和

署 名 議 員 大 内 兆 春
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出 席 議 員

議席 ３定
氏 名

番号 9.25 9.28

１ 貝 沼 宏 幸 ○ ○

２ 堀 内 哲 夫 ○ ○

３ 高 橋 成 和 ○ ○

４ 大 内 兆 春 ○ ○

５ 川 上 三 男 ○ ○

６ 小 林 繁 ○ ○

７ 横 溝 一 成 ○ ○

８ 柳 川 暉 雄 ○ ○

９ 森 国 三 ○ ○

１０ 椿 原 満 春 ○ ○
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説 明 の た め 出 席 し た 者

３定
役 職 名 氏 名

9.25 9.28

町 長 加賀谷 政 清 ○ ○

副 町 長 貝 田 喜 雄 ○ ○

教 育 長 樫 満 雄 ○ ○

教 育 委 員 長 滝 田 潤 一 ○ ○

監 査 委 員 道 藤 秋 夫 ○ ○

議会事務局長 渡 邊 修 一 ○ ○

総務財政課長 永 井 孝 一 ○ ○

企画産業課長 林 智 明 ○ ○

福祉保健課長 山 本 丈 夫 ○ ○

町民生活課長 高 橋 良 ○ ○

建設水道課長 高 木 則 和 ○ ○

出 納 室 長 勝 又 寛 ○ ○

消 防 長 川 下 清 ○ ○

教 育 次 長 小 林 均 ○ ○

老人保健施設長

是 洞 春 輝 ○ ○町 立 診 療 所 事 務 長

特別養護老人ホーム施設長

事 務 局 職 員 出 席 者

３定
職 名 氏 名

9.25 9.28

事 務 局 長 渡 辺 修 一 ○ ○

書 記 高 橋 真利子 ○ ○


